
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局

近畿ブロック発注者協議会の運営

資料－１
令和６年２月２６日
近畿ブロック発注者協議会 幹事会（第２６回） 資料



令和５年度近畿ブロック発注者協議会実施体制

運用指針に基づき全ての発注者が発注関係事務を適切に実施できる連携・支援体制を強化

■近畿ブロック発注者協議会の体制

○公共工事の品質確保の促進に向けた取組等について、発注者間の連携・調整を図るため、近畿ブロック

発注者協議会を設置（平成20年度に設置）

○各種取組みを重点的に検討、調整し、より効率的な展開を図れるよう「工事検査分科会」を新設（H28.4）

■近畿ブロック発注者協議会

○国の機関 １４機関
国土交通省、農林水産省、財務省、経済産業省、
環境省、防衛省、警察庁、林野庁、海上保安庁、
高等裁判所

○地方公共団体 ２５機関
７府県、４政令市、１４市町村

○特殊法人等 １４機関

■近畿ブロック発注者協議会 幹事会

○発注者協議会の５３機関

■府県毎地域発注者協議会

○福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県

○全市町村（２１１市町村）

○近畿地方整備局

○政令市（オブザーバー）

・運営分科会

・工事検査分科会（H28.4設置）

分科会

■近畿ブロック発注者協議会の構成図

連携

滋賀県・大阪府（平成28年度）、京都府（平成29

年度）、兵庫県（平成30年度）に分科会を設立
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近畿地方整備局



令和５年度近畿ブロック発注者協議会の開催状況

2

近畿地方整備局

・新・全国統一指標 令和４年度実績について
・新・全国統一指標 令和５年度取組状況について
・令和４年度の取組（アンケートの実施について）
・令和５年度の目標設定

分科会 （R5.12.15） 幹事会（R6.2.26）

協議会 （調整中）

近畿ブロック発注者協議会

・協議会

・幹事会

・運営分科会

・工事検査分科会

各府県地域発注者協議会

　・福井県 ☆ ☆

　・滋賀県

　・京都府 ☆ ☆

　・大阪府 ☆ ☆

　・兵庫県 ☆ ☆

　・奈良県 ☆ ☆

　・和歌山県

※　協：協議会、幹：幹事会、分：分科会

令和５年度 令和6年度
４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

☆☆☆7/14

☆2/26

☆5/17

☆5/23協

☆7/8協

☆10/31協

☆12/15

☆11/8協

☆10/26協

☆7/31協

☆8/5協

☆調整中

☆2月中旬

☆12初旬☆6月下旬
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近畿ﾌﾞﾛｯｸ発注者協議会幹事会（第 26 回）                           資料－２ 

   令和 ６年 ２月 ２６日 

 

 

「近畿ブロック発注者協議会」設置要領 

 

（名称） 

第１条 本会は、近畿ブロック発注者協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、近畿地方における国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者が、 

 発注者の責務を果たすため、公共工事の品質確保の促進に向けた取組み等について情報交換

や情報共有などを行い、連携強化や支援及び発注者間相互の連絡調整を図り、もって近畿ブロック

における公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。 

 

（事務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する連絡調整等を行う。 

 一 公共工事の品質確保の促進に関する施策に対する目標設定や実施状況 

 二 発注者間相互の連携及び協力 

 三 発注者への支援 

 四 その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別紙１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 会長は、国土交通省近畿地方整備局長をもってあてる。 

３ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、農林水産省近畿農政局農村振興部長及び代表府県部長をもってあてる。 

５ 副会長は、会長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村委員は各府県市長会会長、町村会会長をもってあてる。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、会長または会長が指名する者が議長を務める。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができる。 
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（幹事会の構成） 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するため、協議会に幹事会を置くものとし、幹事会の会議は、

幹事長が招集する。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事長は、国土交通省近畿地方整備局企画部長をもってあてる。 

４ 幹事会に、副幹事長を置き、幹事長が指名する。 

５ 副幹事長は、幹事長に事故がある時は、その職務を代理する。 

６ 市町村幹事は各府県市長会会長、町村会会長を担当する市町村技術管理主管部長 

  （課長）等をもってあてる。 

 

（分科会） 

第７条 幹事会の効率的な運営を図るため、必要に応じて分科会を設置することができる。 

 

（地域発注者協議会） 

第８条 近畿ブロックの全ての市町村における公共工事の品質確保を促進するため、福井 

 県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県に地域発注者協議会を 

 設置する。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、近畿地方整備局（企画部技術管理課）が関係機関の協力を得て 

 処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 この要領は、平成 20年 11月 13日から施行する。 

        この要領は、平成 27年 3月 24日から施行する。 

        この要領は、平成 27年 8月 24日から施行する。 

        この要領は、平成 28年 8月 22日から施行する。 

        この要領は、平成 29年 8月 9日から施行する。 

        この要領は、平成 30年 8月 6日から施行する。 

      この要領は、令和元年 8 月 7 日から施行する。 

      この要領は、令和２年 ７月から施行する。 

      この要領は、令和３年 8 月 5 日から施行する。 

      この要領は、令和４年 ５月 ９日から施行する。 
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      この要領は、令和５年 ５月 17 日から施行する。 

      この要領は、令和６年 ２月 26 日から施行する。 
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別紙１ 

 

第４条関係（委員） 

 

 会   長  国土交通省 近畿地方整備局長 

 副 会 長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部長 

 副 会 長  代表府県部長 

 

 委    員  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部長 

       財務省 近畿財務局 管財部長 

       財務省 大阪国税局 総務部次長 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部長 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部長 

       国土交通省 大阪航空局 空港部長 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部長 

              環境省 近畿地方環境事務所 次長 

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部長 

       大阪高等裁判所 会計課長 

 

       福井県 土木部長 

       滋賀県 土木交通部長 

              滋賀県 農政水産部長 

       京都府 建設交通部長 

       京都府 農林水産部技監 

       大阪府 都市整備部長 

       大阪府 環境農林水産部長 

       兵庫県 土木部長 

       兵庫県 農林水産部長 

       奈良県 県土マネジメント部長 

       奈良県 食と農の振興部長 

       和歌山県 県土整備部長 

       和歌山県 農林水産部長 
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       京都市 建設局 土木技術・防災減災・公園利活用担当局長 

       大阪市 建設局長 

       堺市 建設局長 

       神戸市 建設局長 

       福井市長  

       池田町長   

       東近江市長                       

       豊郷町長 

       城陽市長 八幡市長 

       井手町長 

              東大阪市長 

       岬町長 

       淡路市長 

佐用町長 

       生駒市長 

       天川村長 

       和歌山市長 

       九度山町長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 支社長 

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部長 

       本州四国連絡高速道路(株) 長大橋・技術部長 

       阪神高速道路(株) 技術部長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 副館長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 副館長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 館長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  館長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 研究支援推進部長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局 技術管理部長 

       (独)都市再生機構 西日本支社 副支社長 

       (国研)日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部長 

       日本下水道事業団 近畿総合事務所 事務所長 
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別紙２ 

第６条関係（幹事） 

 

 幹 事 長  国土交通省 近畿地方整備局 企画部長 

 副幹事長  農林水産省 近畿農政局 農村振興部 設計課長 

 副幹事長  代表府県課（室）長 

 

 幹  事  警察庁 近畿管区警察局 総務監察部 会計課長 

       財務省 近畿財務局 管財総括第三課長 

       財務省 大阪国税局 営繕監理官 

       農林水産省 林野庁 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課長 

              経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部 会計課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術開発調整官 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 総括技術検査官 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 営繕品質管理官 

              国土交通省 近畿地方整備局  港湾空港部 事業計画官 

       国土交通省 近畿地方整備局 総務部 契約課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術管理課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 技術・評価課長 

       国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 品質確保室長 

              国土交通省 近畿運輸局 総務部 会計課長 

       国土交通省 大阪航空局 技術管理官 

              国土交通省 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部 経理課長 

       国土交通省 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部 経理課長 

              環境省 近畿地方環境事務所 自然環境整備課長         

              防衛省 近畿中部防衛局 調達部 調達計画課長 

       大阪高等裁判所 会計課課長補佐 

 

       福井県 土木部 土木管理課長 

       滋賀県 土木交通部 技術管理課長 

              滋賀県 農政水産部 農政課長 

       京都府 建設交通部 建設交通部理事(指導検査課長) 

       京都府 農林水産部 農村振興課長 

       大阪府 都市整備部 事業調整室 技術管理課長 

       大阪府 環境農林水産部 環境農林水産総務課長 

       大阪府 総務部契約局 建設工事課長 
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       兵庫県 土木部 技術企画課長 

       兵庫県 農林水産部 総務課長 

       奈良県 県土マネジメント部 技術管理課長 

       奈良県 食と農の振興部 次長（農村振興課長事務取扱） 

       和歌山県 県土整備部 技術調査課長 

       和歌山県 県土整備部 公共建築課長 

       和歌山県 農林水産部 農業農村整備課長 

       京都市 建設局 監理検査課長 

       大阪市 建設局 工事監理担当課長 

       堺市 建設局 土木部 参事（区局連携・監理・調整担当） 

       神戸市 建設局 担当部長（技術管理担当） 

       福井市 財政部長 

       池田町 町土整備課長 

       東近江市 契約検査課長 

       豊郷町 企画振興課長 

       城陽市 総務部 管財契約課長 八幡市 総務部 契約検査課長 

       井手町 理事（建設課長） 

              東大阪市 行政管理部 契約検査室契約課長 

       岬町 総務部 副理事兼総務課長 

       淡路市 総務部管財課 次長兼管財課長 

       佐用町 総務課長 

       生駒市 総務部 契約検査課長 

       天川村 産業建設課長 

       和歌山市 都市建設局 建設総務部 技術管理課長 

       九度山町 総務課長 

       (独)水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部施設管理課長   

       西日本高速道路(株)関西支社 建設事業部 技術課長 

       本州四国連絡高速道路(株) 長大橋・技術部 技術管理課長 

       阪神高速道路(株) 技術部 技術管理課長 

       新関西国際空港(株) 技術・安全部長 

       (独)国立文化財機構 京都国立博物館 総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良国立博物館 総務課長 

       (独)国立美術館 京都国立近代美術館 総務課長 

       (独)国立美術館 国立国際美術館  総務課長 

       (独)国立文化財機構 奈良文化財研究所 

          研究支援推進部 研究支援課長 

       (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局  

 技術管理部 技術管理課長 
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       (独)都市再生機構 西日本支社 技術監理部 工務・品質管理課長 

       (国研)日本原子力研究開発機構  

           敦賀廃止措置実証本部 事業管理部調達課長 

       日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長 
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「近畿ブロック発注者協議会」運営規則 

 

  「近畿ブロック発注者協議会」設置要領について、下記のとおり運営規則を定める。 

 

記 

 

第３条関係 

 【活動内容】 

  協議会は公共工事の品質確保に向けた次の各号にあげる事項について討議を行う。 

  ①総合評価の導入・拡大 

  ②品質確保に関する取組みの情報共有・促進等 

  ③地域貢献に関する評価の普及促進 

  ④受注者間における適正な関係の構築 

 

第４条、第７条関係 

 【副会長、副幹事長】 

   地方公共団体の代表で就任していただく協議会副会長及び副幹事長については、 

  以下の順番制とする。 

 

   平成２５年度   和歌山県 

   平成２６年度   兵庫県 

   平成２７年度  大阪府 

   平成２８年度  京都府 

   平成２９年度   滋賀県 

   平成３０年度   福井県 

   令和元年度   奈良県 

   令和 ２年度   和歌山県 

   令和 ３年度   兵庫県 

   令和 ４年度   大阪府 

   令和 ５年度   京都府 

   令和 ６年度   滋賀県 

   令和 ７年度   福井県 

   令和 ８年度   奈良県 

   令和 ９年度   和歌山県 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

近畿地方整備局

資料－３

令和５年度の取組内容と実績（R5.12時点）



近畿地方整備局近畿地方整備局令和５年度の取組内容

1

国土交通省
近畿地方整備局

○ 令和元年６月に品確法が改正、令和２年１月に発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）が策定
 され、品確法の理念を現場で実現するために、令和２年５月に新・全国統一指標を設定。

○ 近畿ブロック発注者協議会では、運用指針により発注者として「必ず実施すべき事項」、「実施に努める
 事項」として定められた内容に基づいた取組を実施。

○ 取組状況についてアンケートを行い、進捗状況の確認・共有を実施。

運用指針の内容 指標の設定状況

工事

必ず実施す
べき事項

①施工時期の平準化 全国統一 地域平準化率（工事）の改善

②適正な工期設定 全国統一 週休２日対象工事の実施状況の拡大

③低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定・活用の徹底

全国統一
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設
定

④適切な設計変更 近畿独自 ガイドラインの策定・活用

⑤予定価格の適正な設定 近畿独自
・基準適用外の要領整備
・最新単価の使用

実施に努め
る事項

⑥入札契約方式の選択・活用 近畿独自 総合評価落札方式の拡大

⑦ICTを活用した生産性向上 取組共有 ICT工事発注率

測量、
調査及
び設計

必ず実施す
べき事項

①履行期間の平準化 全国統一 地域平準化率（業務）の改善

②低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定・活用の徹底

全国統一
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設
定

③予定価格の適正な設定 取組共有
・基準適用外の要領整備
・最新単価の使用

④適正な履行期間の設定 取組共有 履行期間策定基準の設定状況

⑤適切な設計変更 取組共有 ガイドラインの策定・活用



①（さ）債務負担行為の活用

⑤（そ）早期執行のための目標設定（執行率等の設定、発注見通しの公表）

④（せ）積算の前倒し

③（す）速やかな繰越手続

年度をまたぐような工事だけではなく、工期が１２ヶ月未満の工事についても、工事の施工時期の平準化を目的と
して、債務負担行為を積極的に活用
また、出水期までに施工する必要がある場合などには、ゼロ債務負担も適切に活用

年末から年度末に工期末が集中することが無いよう事業量の平準化等に留意し、上半期（特に４～６月）における
工事の執行率（契約率）の目標を設定し、早期発注など計画的な発注を実施

発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に速やかに発注手続を開始

②（し）柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）

工事又は業務を実施する中で、計画又は設計に関する諸条件、気象又は用地の関係、補償処理の困難、資材の入手
難その他のやむを得ない事由により、基本計画の策定等において当初想定していた内容を見直す必要が生じ、その結
果、年度内に支出が終わらない場合には、その段階で速やかに繰越手続を開始

工期設定や施工時期の選択を一層柔軟にすることで、計画的な発注による工事の平準化や受注者にとって効率的で
円滑な施工時期の選択を可能とするため、発注者が指定する一定期間内で受注者が工事開始日を選択できる任意着手
方式等を積極的に活用
※ 余裕期間については各発注者により定義等が異なる。

発注や施工時期等の平準化（地方公共団体における取組（さ・し・す・せ・そ））

2

近畿地方整備局

平準化の取組事例（さ・し・す・せ・そ）について



近畿地方整備局近畿地方整備局【工事①】施工時期の平準化

3

（さ）債務負担行
為の活用

（し）柔軟な工期
設定

（す）速やかな
繰越手続

（せ）積算の
前倒し

（そ）早期執行の
ための目標設定

府県・政令市 100%⇒100% 82%⇒91% 82%⇒82% 100%⇒100% 100%⇒100%

市町村 57%⇒61% 12%⇒11% 57%⇒59% 63%⇒64% 71%⇒74%

制度の導入状況の推移 R5.5 ⇒ R5.12

R5年度取組内容と結果
（１） 平準化の取組事例「さ・し・す・せ・そ」の積極的な活用による施工時期の平準化を進める。

⇒ 全体的に導入が進んでいるが、市町村における制度の導入を加速させる必要がある。

国土交通省
近畿地方整備局

福井県内 滋賀県内 京都府内 大阪府内 兵庫県内 奈良県内 和歌山県内 全体

①債務負担行為の活用 59% 42% 68% 73% 88% 41% 40% 61%

②柔軟な工期の設定 6% 26% 8% 5% 20% 10% 7% 11%

③速やかな繰越手続 88% 37% 80% 44% 63% 67% 43% 59%

④積算の前倒し 47% 74% 84% 76% 63% 54% 47% 64%

⑤早期執行のための目標設定 71% 95% 76% 32% 85% 79% 97% 74%
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平準化率（項目実施率）【211市町村】

①債務負担行為の活用 ②柔軟な工期の設定 ③速やかな繰越手続 ④積算の前倒し ⑤早期執行のための目標設定



近畿地方整備局近畿地方整備局【工事②】適切な工期設定（週休２日対象工事の実施状況）

4

R5年度取組内容と結果
（１） 各発注機関で、週休２日対象工事の発注率拡大に向けた取組を行う。

⇒ 府県・政令市の発注率は９８％となっており、前年度同月（８９％）に比べ大幅に増加

週休２日対象工事 発注率 R3年度82％ ⇒ R4年度 90％
 （R4年度（12月時点） 89％） ⇒ R5年度（12月時点） 98％

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型

対象件数 1239件 0件 499件 176件 3件 500件 543件 52件 913件 0件 0件 1376件 0件 583件 6件 44件 0件 792件 0件 15件 485件 0件

全体工事件数

実施困難件数

発注率

対象件数 935件 0件 455件 0件 5件 1069件 582件 17件 868件 0件 0件 1146件 0件 1202件 31件 30件 32件 798件 0件 18件 513件 0件

全体工事件数

実施困難件数

発注率

対象件数 1165件 0件 494件 0件 4件 1022件 536件 20件 728件 0件 0件 1148件 6件 1050件 52件 175件 260件 767件 19件 0件 529件 0件

全体工事件数

実施困難件数

発注率

対象件数 584件 0件 529件 0件 31件 310件 464件 31件 348件 0件 0件 499件 684件 297件 137件 122件 713件 210件 11件 110件 493件 0件

全体工事件数

実施困難件数

発注率

奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県

1599件 408件 977件

807件 0件 492件416件 0件

2430件 565件

100.0%

R2

1231件 556件 1139件 773件 1054件 1489件 2178件

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.8%

1497件 787件 1086件 836件 1128件 1705件

112件258件 583件 241件 204件 329件

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 59.3% 13.6%

R4
6件

296件 101件 65件 174件 186件 343件 152件 0件 884件 0件 332件

1714件 411件 845件

100.0% 3.7% 100.0%100.0% 28.9% 8.8%

449件

4.4% 100.0%

R3

100.0%

1759件 651件 1109件 718件 793件 1322件 1731件 233件

5.9% 100.0%

1557件 322件 732件

594件 157件 83件 162件 65件 174件 137件 530件 0件 203件

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.2% 100.0%

R5
922件 599件 436件 688件 659件 649件 1528件 292件 1352件 268件 567件

338件 70件 95件 183件 311件 150件 547件 33件 429件 48件 74件

100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 55.0% 100.0%



近畿地方整備局近畿地方整備局

5

週休２日対象工事 実施率

指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型

対象件数 12件 48件 84件 511件 0件 200件 517件 50件 794件 0件 0件 94件 0件 113件 7件 0件 0件 591件 0件 0件 563件 0件

実施件数 12件 48件 84件 320件 0件 9件 183件 1件 794件 0件 0件 45件 0件 23件 7件 0件 0件 82件 0件 0件 397件 0件

型別実施率 100% 100% 100% 63% ー 5% 35% 2% 100% ー ー 48% ー 20% 100% ー ー 14% ー ー 71% ー

実施率

対象件数 1239件 0件 499件 176件 3件 500件 543件 52件 913件 0件 0件 1376件 0件 583件 6件 44件 0件 792件 0件 15件 485件 0件

実施件数 1239件 0件 499件 176件 3件 38件 537件 33件 913件 0件 0件 383件 0件 69件 6件 36件 0件 127件 0件 11件 432件 0件

型別実施率 100% 100% 100% 100% 8% 99% 63% 100% ー ー 28% ー 12% 100% 82% ー 16% ー 73% 89% ー

実施率

対象件数 935件 0件 455件 0件 5件 1069件 582件 17件 868件 0件 0件 1146件 0件 1202件 31件 30件 32件 798件 0件 18件 513件 0件

実施件数 933件 0件 455件 0件 5件 196件 582件 17件 868件 0件 0件 1064件 0件 262件 31件 25件 32件 77件 0件 17件 496件 0件

型別実施率 100% 100% 100% 18% 100% 100% 100% ー ー 93% ー 22% 100% 83% 100% 10% ー 94% 97% ー

実施率

対象件数 1165件 0件 494件 0件 4件 1022件 536件 20件 728件 0件 0件 1148件 6件 1050件 52件 175件 260件 767件 19件 0件 529件 0件

実施件数 1159件 0件 494件 0件 4件 364件 534件 10件 728件 0件 0件 1147件 6件 342件 52件 87件 260件 185件 19件 0件 525件 0件

型別実施率 99% 100% 100% 36% 100% 50% 100% 100% 100% 33% 100% 50% 100% 24% 100% 99%

実施率

対象件数 584件 0件 529件 0件 31件 310件 464件 31件 348件 0件 0件 499件 684件 297件 137件 122件 713件 210件 11件 110件 493件 0件

実施件数 584件 0件 529件 0件 31件 217件 464件 17件 348件 0件 0件 499件 652件 154件 137件 98件 713件 84件 11件 24件 493件 0件

型別実施率 100% 100% 100% 70% 100% 55% 100% 100% 95% 52% 100% 80% 100% 40% 100% 22% 100%

実施率

堺市 神戸市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 京都市 大阪市奈良県 和歌山県

100.0% 67.9% 4.5% 32.5% 100.0% 47.9% 20.4% 100.0% 13.9%

16.0% 73.3%

94.4%

ー 70.5%

96.7%

43.3% 100.0% 99.2%

86.3% 28.9% 100.0%

100.0% 100.0% 8.2% 95.8% 89.1%100.0% 27.8% 11.8% 84.0%

R1

R2

100.0% 92.8% 21.8% 91.8% 13.1%

R3

100% 100.0% 18.7% 100.0%

R4

99% 100.0% 35.9% 97.8% 100.0% 99.9% 33.0% 61.2%

R5

100.0% 100.0% 72.7% 97.2% 100.0% 100.0% 82.2% 90.7%

【工事②】適切な工期設定（週休２日対象工事の実施状況）

■府県・政令市毎の週休２日対象工事の実施率



○ 市町村での週休２日対象工事の発注実績は３４市町村（１６％）にとどまっている。

6

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

週休２日の取組状況
・令和5年度実施 ・・・・  34市町村
(福井市、越前市、草津市、湖南市、高島市、米原市、福知山市、舞鶴
市、亀岡市、八幡市、京田辺市、南丹市、岸和田市、豊中市、守口市、
泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、門真市、高石市、
藤井寺市、東大阪市、四條畷市、阪南市、三島郡島本町、姫路市、西宮
市、豊岡市、丹波市、香芝市、伊都郡九度山町)

市町村
週休２日工事発注実績のある市町村

25市町村（令和４年度）R5.5  
⇒ 34市町村（令和5年度）R5.12

a:実施していない

103 市町村

49%

b:取り組み済み

34 市町村

16%

c:取り組み予定

46 市町村

22%

d:その他

28 市町村

13%

(当面取組予定がない)

【工事②】適切な工期設定（週休２日対象工事の実施状況）

■市町村での週休２日対象工事発注状況



（運用指針の解説）
施工に必要な実日数は、毎年度設定される「作業日当たり標準作業量について」に示す歩掛の作業日当たり標準作業量から当該工事の数量を施工

するのに必要な日数を算出するものとする。

府県・政令市 市町村

7

日当たり施工量による算出
（システムにより自動計算を含む）

56市町村（27%）R5.5  ⇒ 56市町村（27%）R5.12 

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

a:工事金額により決定

72 市町村

34%

b:    等により自動計算

2 市町村

1%

c:日当り施工量より

算出

56 市町村

27%

d:その他

81 市町村

38%

【選択式】 【自由記述欄】

a:工事金額により決定

b:ｼｽﾃﾑ等により自動計算

c:日当り施工量より算出

d:その他

基準範囲外の場合の要領等を整備してい

ない理由

福井県 d:その他 工事金額、施工量、工種等から算定

滋賀県 c:日当り施工量より算出

京都府 c:日当り施工量より算出

・標準作業量から施工するのに必要な日数を算出

する。

・工事価格1億円以下の工事については、国交省

の標準工期試算式を用いて算定

大阪府 c:日当り施工量より算出

兵庫県 d:その他 設計額・工種・施工量等から算定

奈良県 b:ｼｽﾃﾑ等により自動計算

・土木工事については奈良県土木積算システムと連動

させ、工程表作成支援システムと奈良県工期算定シス

テム（国土交通省の工期設定支援システム利用）を

併用

・建築工事については一般社団法人日本建設業連合

会作成の建築工事適正工期算定プログラムを参考利

和歌山県 c:日当り施工量より算出

京都市 d:その他 積み上げにより算定

大阪市 c:日当り施工量より算出

堺市 d:その他
日当り施工量から基準工期を算出し、雨休率、そ

の他不稼働日、準備後片付期間を考慮して決定

神戸市 d:その他 積み上げにより算定

【工事②】適切な工期設定（週休２日対象工事の実施状況）

■工期の算定方法について



近畿地方整備局近畿地方整備局【工事③】低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）（１）

8

R5年度取組内容
（１） 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。

⇒ 全ての府県・政令市、市町村において制度を導入済。

府県・政令指定都市を除く

市町村

⚫ 全ての市町村において、低入札価格調査制度または最低制限価格制度を導入している（変更なし）。

府県・政令市

⚫ 全ての府県・政令市において低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を併用している（変更なし）。

制度の導入状況（R5.12）

国土交通省
近畿地方整備局

府県・政令指定都市を除く

令和５年１２月調べ

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 近畿ブロック管内

最低制限価格制度のみ導入 9 14 19 23 22 28 19 134

低入札価格調査制度のみ導入済み 0 0 0 0 0 1 0 1

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を併用 8 5 6 18 18 10 11 76

いずれの制度も導入しない 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村件数 17 19 25 41 40 39 30 211



市町村 ⚫ 最新モデル（R4）を使用している
130市町村（67%）R5.5 ⇒ 145市町村（69%）R5.12

⚫ 旧モデル（H31以前）同等、またはその他（非公表・独自モデル等）のうち、
見直しを予定していない市町村

21市町村（10%）R5.5 ⇒ 21市町村（10%）R5.12 

府県・政令市 ⚫ すべての府県・政令市で低入札調査基準価格の最新モデル（R4）を使用している。

9

【工事③】低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）（２）

基準価格の算定における公契連最新モデル（R5）の導入状況

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

最新モデル

145 市町村

69%

見直し予定あり

9 市町村

4%

見直し時期未定

36 市町村

17%

見直し予定なし

21 市町村

10%

令和5年１２月現在

最新モデル

130 市町村

61%

見直し予定あり

12 市町村

6%

見直し時期未定

48 市町村

23%

見直し予定なし

21 市町村

10%

令和5年5月現在

R5年度取組内容
（２） 基準価格の算定にあたっては、最新の中央公契連モデルを活用を推進。

⇒ 府県・政令市においては最新モデルを導入済、市町村は１４５市町村（６９％）で微増



近畿地方整備局近畿地方整備局

a:指針を策定し、

活用している

177 市町村

84%

b:指針を策定していないが設計変更

を実施している

34 市町村

16%

令和5年12月現在

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和5年12月現在

【工事④】適切な設計変更

10

R5年度取組内容
（１） 市町村で「ガイドラインの策定、又は、府県のガイドラインの準用」が図られるように推進を

図る。
⇒ ガイドライン策定・活用は増加傾向であるが微増。

⚫ ガイドラインを策定・活用し、これに基づき設計変更を実施
172市町村（82%）R5.5 ⇒ 177市町村（84%）R5.12

 

⚫ 策定していないが設計変更を実施
39市町村（18%）R5.5  ⇒ 34市町村（16%）R5.12 

市町村

国土交通省
近畿地方整備局

指針を策定・活
用している

指針を策定して
いないが設計
変更している

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和5年5月現在

令和５年１２月調べ



【工事⑤】予定価格の適正な設定

11

市町村

府 県
政令市

⚫ 全ての府県・政令市で最新の積算基準を適用。
 基準適用外の場合の要領も整備している（R5.5から変更なし）。

⚫ 積算基準適用外の場合の要領（見積り等により積算する要領）
を整備している。

199市町村（94%）R5.5  ⇒ 198市町村（94%）R5.12 

国土交通省
近畿地方整備局

0%

20%

40%

60%

80%

100%

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

令和5年5月現在

c その他（基準以外に一定のルールを定めている場合を含む）

b 最新の積算基準を適用しているが、基準範囲外の場合の要領は整備していない

a 最新の積算基準を適用し、かつ、基準範囲外の場合の要領を整備し活用

0%

20%

40%

60%

80%

100%

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

令和5年12月現在

c その他（基準以外に一定のルールを定めている場合を含む）

b 最新の積算基準を適用しているが、基準範囲外の場合の要領は整備していない

a 最新の積算基準を適用し、かつ、基準範囲外の場合の要領を整備し活用

最新の積算基準を適
用、かつ、基準範囲外
の場合の要領を整備
活用

最新の積算基準を適
用しているが、基準範
囲外の場合の要領を
整備していない

令和５年１２月調べ

a 最新の積算基

準を適用し、か

つ、基準範囲外

の場合の要領を

整備し活用

198 市町村

94%

b 最新の積算基

準を適用している

が、基準範囲外

の場合の要領は

整備していない

13 市町村

6%

令和5年12月現在

■基準適用外の要領整備状況



【工事⑤】予定価格の適正な設定

12

近畿地方整備局

市町村

府県・
政令市

⚫ 全ての府県・政令市において最新単価を使用している
（R5.5から変更なし）。

⚫ 最新単価を使用している

192市町村（91%）R5.5  ⇒ 191市町村（91%）R5.12 

令和５年１２月調べ

a 最新単価（1ヶ月以上経過したもの

でも最新であれば該当）

191 市町村

90.5%

b ３ヶ月以内

19 市町村

9.0%

c  ６ヶ月以内

1 市町村

0.5%

令和5年12月現在

0%

20%

40%

60%

80%

100%

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

令和5年5月現在

e １２ヶ月以上

d １２ヶ月以内

c  ６ヶ月以内

b ３ヶ月以内

a 最新単価（1ヶ月以上経過したものでも最新であれば該当）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

令和5年12月現在

e １２ヶ月以上

d １２ヶ月以内

c  ６ヶ月以内

b ３ヶ月以内

a 最新単価（1ヶ月以上経過したものでも最新であれば該当）

■最新単価の使用状況
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福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市

【工事】入札契約方式の選択・活用

13

近畿地方整備局

府県・政令市

総合評価落札方式の工事件数及び発注率（府県・政令市合計値）
R3年度 2,660件(21%) ⇒ R4年度 2,567件（21%)

（R4年度（12月時点） 1,990件(20%) ⇒ R5年度（12月時点） 1,849件（18％）

実施率

令和５年１２月調べ

平均値

■総合評価落札方式の発注状況



【工事】ICTを活用した生産性向上

ICT工事発注率（府県・政令市合計値）
R3年度 30% ⇒ R4年度 33% 

（R4年度（12月時点） 29% ⇒ R5年度（12月時点） 31%
                           

14

0%

24%

6% 5%

29%

0%
6%

0% 0% 0%1%

44%

6% 8%

51%

4%

23%

0% 0% 0%

31%

2%

58%

100%

19%

49%

4%

47%

0% 0% 0%

43%

3%

38%

93%

41%

54%

28%

47%

0% 0%

30%

43%

7%

31%

100%

75%

46%

12%

34%

0% 0%

36%

45%
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100%

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市

ICT工事発注率
R1

R2

R3

R4

R5

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型

対象件数 0件 9件 0件 347件 0件 70件 0件 65件 106件 467件 2件 59件 0件 565件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 304件

全体工事件数

発注率

対象件数 1件 19件 5件 320件 1件 1138件 7件 138件 77件 437件 7件 53件 11件 1020件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 364件

全体工事件数

発注率

対象件数 4件 40件 16件 231件 1件 1025件 58件 234件 52件 377件 1件 368件 22件 793件 0件 0件 1件 0件 0件 98件 0件 312件

全体工事件数

発注率

対象件数 7件 56件 15件 170件 2件 434件 52件 464件 24件 277件 1件 76件 13件 512件 0件 1件 2件 0件 0件 96件 0件 255件

全体工事件数

発注率

大阪市 堺市 神戸市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県

31.1%

2430件 565件 1599件 408件 977件R2

3.6% 23.3% 0.0%

奈良県 和歌山県 京都市

R3 1231件 556件 1139件 773件 1054件 1489件 2178件 449件

0.6% 44.1% 6.4% 7.8% 50.8%

845件

1.6% 58.5% 100.0% 18.8% 48.8% 4.0% 47.3% 0.2% 0.1% 0.0% 43.1%

732件

2.5% 37.9% 92.5% 40.7% 54.1% 27.9% 47.1% 0.0% 0.1% 30.4% 42.6%

1759件 651件 1109件 718件 793件 1322件 1731件 233件 1557件 322件R4

1714件 411件

0.0% 0.0%

1497件 787件 1086件 836件 1128件 1705件

35.8% 45.0%

R5 922件 599件 436件 688件 659件 649件 1528件 292件 1352件 268件 567件

6.8% 30.9% 100.0% 75.0% 45.7% 11.9% 34.4% 0.3% 0.1%

■ＩＣＴ活用工事の発注状況

府県・政令市

ICT活用工事 発注率



【工事】ICTを活用した生産性向上

指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型 指定型 希望型

対象件数 0件 6件 4件 165件 0件 60件 3件 40件 74件 196件 1件 3件 0件 118件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件

実施件数 0件 6件 4件 22件 0件 9件 3件 0件 74件 54件 1件 3件 0件 18件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件

型別実施率 ー 100% 100% 13% 15% 100% 0% 100% 28% 100% 100% ー 15% ー ー ー ー ー ー ー 33%

実施率

対象件数 0件 9件 0件 347件 0件 70件 0件 65件 106件 467件 2件 59件 0件 565件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 304件

実施件数 0件 9件 0件 35件 0件 27件 0件 0件 106件 94件 2件 11件 0件 27件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 5件

型別実施率 100% 10% 39% 0% 100% 20% 100% 19% 5% － － － － － － － －

実施率

対象件数 1件 19件 5件 320件 1件 1138件 7件 138件 77件 437件 7件 53件 11件 1020件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 364件

実施件数 1件 14件 5件 78件 1件 41件 7件 1件 77件 81件 7件 7件 11件 73件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 8件

型別実施率 100% 74% 100% 24% 100% 4% 100% 1% 100% 19% 100% 13% 100% 7% 100% 100% ー ー 2%

実施率

対象件数 4件 40件 16件 231件 1件 1025件 58件 234件 52件 377件 1件 368件 22件 793件 0件 0件 1件 0件 0件 98件 0件 312件

実施件数 4件 20件 16件 52件 1件 38件 58件 10件 52件 73件 1件 13件 22件 39件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 4件

型別実施率 100% 50% 100% 23% 100% 4% 100% 4% 100% 19% 100% 4% 100% 5% ー ー 0% 2% 1%

実施率

対象件数 7件 56件 15件 170件 2件 434件 52件 464件 24件 277件 1件 76件 13件 512件 0件 1件 2件 0件 0件 96件 0件 255件

実施件数 7件 28件 15件 6件 2件 17件 52件 19件 24件 35件 1件 6件 13件 37件 0件 1件 1件 0件 0件 3件 0件 7件

型別実施率 100% 50% 100% 4% 100% 4% 100% 4% 100% 13% 100% 8% 100% 7% 100% 50% 3% 3%

実施率

京都市福井県 滋賀県 京都府 大阪府

47.4% 100.0%

神戸市兵庫県 奈良県 和歌山県 大阪市 堺市

1.6%

R1

100.0% 10.1% 38.6% 0.0% 34.9% 21% 4.8% － －

15.3% ー ー ー 33.3%100.0% 15.4% 15.0% 7.0%

100.0% － 2.2%

R2

R3

75% 25.5% 3.7% 5.5% 30.7% 23% 8.1% 100.0%

－

0.0% 2.0% 1.3%

R4

55% 27.5% 3.8% 23.3% 29.1% 4% 7.5% －

50.0% 3.1% 2.7%

R5

55.6% 11.4% 4.4% 13.8% 19.6% 9.1% 9.5% 100.0%

15

ICT活用工事 実施率

■府県・政令市毎のICT活用工事の実施率



近畿地方整備局近畿地方整備局【業務①】履行期間の平準化

16

R5年度取組内容
（１） 繰越明許費・債務負担行為を積極的に活用する。
（２） 各発注機関において履行期間平準化のための目標を設定し、平準化を進める。

⇒ 全ての府県・政令市において繰越明許費・債務負担行為の活用および履行期間平準化
 のための目標設定がなされている

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

【府県・政令市】 ・繰越明許費の活用
  ・債務負担行為
  ・平準化のための目標設定

11自治体（100%）R5.5 ⇒ 11自治体（100%）R5.12 

11自治体（100%）R5.5 ⇒ 11自治体（100%）R5.12 

11自治体（100%）R5.5 ⇒ 11自治体（100%）R5.12 

R5年度設定目標
その他（具体的に記載してください）
・目標設定が困難な理由
・目標達成に関する懸案事項　　等

福井県 ○ ○ ○
早期発注に努めるとともに、繰越制度を柔軟に活用
していく。

滋賀県 ○ ○ ○ 土木交通部発注業務の第４四半期納期率0.35

京都府 ○ ○ ○ 業務のみの目標設定なし

大阪府 ○ ○ ○ 第４四半期納期率0.48

兵庫県 ○ ○ ○ 業務のみの目標設定なし

奈良県 ○ ○ ○
国から示された第４四半期納期率目標値0.47(R5年
度)を目指す

和歌山県 ○ ○ ○
実工期末（完了日）3月となる件数／全体件数に目
標値を設定（25％以下）

京都市 ○ ○ ○
早期発注に努めるとともに，債務負担行為の活用を
図っていく。

大阪市 ○ ○ ○
R6年度を目標に第４四半期目標率0.5以下をめざ
す。

堺市 ○ ○ ○ 国から示された第４四半期納期率0.48を目指す

神戸市 ○ ○ ○
R5年度目標値（第4四半期納期率0.45）を目指し、
履行期間の平準化を推進していく。

②債務負担
行為の活用

①繰越明許
費の活用

③履行期間平準化のための目標設定（第４四半期納期率）

「発注関係事務の運用に関する指針」より抜粋



近畿地方整備局近畿地方整備局【業務②】低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

17

R5年度取組内容
（１） 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。

⇒ 全ての府県・政令市で導入および活用がされている。

【取組状況】
・全ての府県・政令市で、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を導入済。
・基準価格は、全ての府県・政令市で中央公契連最新モデル（H31）をベースに設定。

対象地方自治体

最低制限価格制度のみ導入 福井県、京都府、兵庫県

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度
を併用

滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ



近畿地方整備局近畿地方整備局【業務③】予定価格の適正な設定

18

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

対応状況

（見積り等

の活用）

基準範囲外の場合の要領等を整備していない理

由
対応状況 最新単価を使用していない理由

福井県 a a

滋賀県 a a

京都府 a a

大阪府 a a

兵庫県 a a

奈良県 a a

和歌山県 a a

京都市 a a

大阪市 a a

堺市 a a

神戸市 a a

最新の積算基準の適用状況

及び基準対象外の際
単価の更新頻度

【府県・政令市】

⚫ 全ての府県・政令市で、最新の積算基準、最新の単価を適用。
⚫ 全ての府県・政令市において、基準対象外の場合の要領を整備。

■最新の積算基準、最新単価の適用および基準対象外の場合の要領の整備状況



近畿地方整備局近畿地方整備局【業務④】適正な履行期間の設定

19

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

【プルダウン選択式】

a:工事金額により決定

b:履行期間の策定基準により決定

c:その他

【自由記述欄】

その他を選択された場合は具体的

な内容

福井県 b:履行期間の策定基準により決定

滋賀県 b:履行期間の策定基準により決定

京都府 b:履行期間の策定基準により決定
・設計業務等標準積算基準書に基づき算出して

いる。

大阪府 b:履行期間の策定基準により決定

兵庫県 b:履行期間の策定基準により決定

奈良県 c:その他
履行期間の算定基準を参考に、実績等を考慮し

て算定

和歌山県 b:履行期間の策定基準により決定

京都市 b:履行期間の策定基準により決定

大阪市 c:その他 過去の実績（業務内容）を考慮して設定

堺市 b:履行期間の策定基準により決定

神戸市 b:履行期間の策定基準により決定
設計業務等標準積算基準書と案件ごとの条件に

より設定

どのような方法で工期を算定されていますか

【府県・政令市】 ・８２％の府県・政令市において、履行期間の策定基準等により工期を設定。
    ・その他、業務量、業務価格、過去の実績に基づき工期を設定。

■工期の算定方法について



近畿地方整備局近畿地方整備局【業務⑤】適切な設計変更

20

国土交通省
近畿地方整備局

令和５年１２月調べ

指標分類

R5.12時点

福井県 a

滋賀県 a

京都府 b R5年内に策定予定

大阪府 a

兵庫県 a

奈良県 a

和歌山県 a

京都市 a 工事の設計変更ガイドラインを準用

大阪市 a 工事の設計変更ガイドラインを準用

堺市 a

神戸市 a

設計変更ガイドラインの策定目標時期

【府県・政令市】 ・９１％の府県・政令市において、設計変更ガイドライン等を策定、活用。

■ガイドライン策定状況について



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1

資料－4
近畿ブロック発注者協議会 幹事会

令和６年２月２６日

新・全国統一指標
令和4年度実績と令和6年度の取組について



近畿地方整備局品質確保・働き方改革のための取組目標 ～新・全国統一指標～

○令和元年品確法の改正に伴い、公共工事等の品質確保や働き方改革のより一層の推進に向けて、工事だけでなく測量、調査及び設
計を含めた取組状況を把握・明確化するため、「新たな全国統一指標」を設定、取組を強化。

○これまでの取組状況等も踏まえ、統一指標に加えて、地域毎に「地域独自指標」を設定し、状況に応じた取組も推進。

①地域平準化率（施工時期の平準化）
国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率

②週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定）
国等・都道府県・政令市の発注工事に対する週休２日対象工事の設定割合
※週休２日対象工事：週休２日が確保できる工期設定や積算における補正係数の設定等により、現場閉所・交代制を問わずに４週８休以上の確保を促進するための工事。

※週休2日の実施が困難な工事（災害復旧等）は集計から除外している。

③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）   
都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
※調査対象は、国・特殊法人・都道府県・政令市は２５０万円を超える工事（随契除く）、市町村は１３０万円を超える工事（随契除く）である。

新・全国統一指標（工事）

新・全国統一指標（測量、調査及び設計（業務））

④地域平準化率（履行期限の分散）
国等・都道府県・政令市の発注業務の第４四半期履行期限設定割合

⑤低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策） 
都道府県・政令市の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
（県域単位で公表）

地域独自指標

⑥工事の適切な設計変更
設計変更ガイドラインを策定・活用している市町村数の割合

2



近畿地方整備局

新・全国統一指標

地域平準化率
（工事）

週休２日対象工事の実施状況
（工事）

低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定状況（工事）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

近畿ブロック 0.72 0.71 0.78 0.80 0.91 1.00 － － －

福井県域 0.73 0.68 0.76 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00

滋賀県域 0.65 0.65 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

京都府域 0.66 0.66 0.77 0.75 0.98 1.00 0.98 0.98 1.00

大阪府域 0.67 0.68 0.73 0.73 0.83 1.00 0.98 0.98 1.00

兵庫県域 0.75 0.75 0.82 0.87 1.00 1.00 0.96 0.96 1.00

奈良県域 0.66 0.62 0.81 1.00 1.00 1.00 0.92 0.93 1.00

和歌山県域 0.73 0.75 0.78 0.59 0.66 1.00 0.97 0.97 1.00

新・全国統一指標 令和４年度調査結果（概要）

○ 地域平準化（工事）のR４実績値は2府県域が向上し、3県が悪化ている。
〇 週休２日対象工事の実施状況のR4実績値は、全府県域で向上または目標値を達成している。
〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（工事）のＲ4実績値は、1府県域が向上、5府

県域が横ばい。

3青字は前年度より改善した値、赤字は前年度より後退した値



近畿地方整備局

新・全国統一指標 近畿ブロック独自指標

第4四半期納期率の状況
（業務）

低入札価格調査基準又は最低
制限価格の設定状況（業務）

工事の適切な設計変更

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

目標値
（R6）

近畿ブロック 0.51 0.52 0.46 － － － － － －

福井県域 0.41 0.45 0.46 1.00 1.00 1.00 0.63 0.76 0.90

滋賀県域 0.43 0.45 0.46 1.00 1.00 1.00 0.63 0.73 0.90

京都府域 0.48 0.46 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92

大阪府域 0.58 0.55 0.47 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 0.90

兵庫県域 0.48 0.53 0.46 1.00 1.00 1.00 0.75 0.95 0.90

奈良県域 0.60 0.63 0.46 0.99 1.00 1.00 0.72 0.77 0.90

和歌山県域 0.48 0.45 0.43 1.00 1.00 1.00 0.73 0.83 0.90

新・全国統一指標及び近畿ブロック独自指標 令和４年度調査結果（概要）

○ 第4四半期納期率の状況（業務）のR4実績値は、3府県域を除き低下。
〇 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（業務）のR4実績値は、すべての府県で目標

値を達成。
〇 工事の適切な設計変更のR4実績値は、各市町村においてガイドラインの策定等が進み、すべて

の府県域で横ばいもしくは向上。

青字は前年度より改善した値、赤字は前年度より後退した値 4



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(1)

対象 新・全国統一指標

工事

地域平準化率（件数）＝

地域
R2年度
（実績）

R3年度
（実績）

R４年度
（実績）

目標
（R6) 取組項目（継続）

・（さ）債務負担行為の活用
・（し）柔軟な工期設定
・（す）速やかな繰越手続き
・（せ）積算の前倒し
・（そ）早期執行（特に第１四半期）

のための目標設定

近畿ブロック 0.68 0.72 0.71 0.78
福井県域 0.68 0.73 0.68 0.76
滋賀県域 0.61 0.65 0.65 0.74
京都府域 0.68 0.66 0.66 0.77
大阪府域 0.63 0.67 0.68 0.73

兵庫県域 0.70 0.75 0.75 0.82

奈良県域 0.59 0.66 0.62 0.81

和歌山県域 0.67 0.73 0.75 0.78

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

（年度の工事平均稼働件数）

（4～6月期の工事平均稼働件数）

5

R6年度取組内容（案）
1. 府県・政令市においては平準化の先進事例「し・す」のさらなる活用を、市町村におい
ては、「さ・し・す・せ・そ」全てを積極的に活用し、 （Ｒ６）目標を達成するよう、地域平
準化を進める。

2. 取組状況について適時アンケートを行い、進捗の確認・共有を行う。



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(2)

対象 新・全国統一指標

工事

週休２日対象工事の実施状況＝

地域
R2年度
（実績）

R3年度
（実績）

R４年度
（実績）

目標（R6)

取組項目（継続）

・週休２日対象工事の発注率
・基準書等に基づく工期設定
・公告時に施工条件を提示

近畿ブロック 0.76 0.80 0.91 1.0

福井県域 1.00 1.00 1.00 1.0

滋賀県域 1.00 1.00 1.00 1.0

京都府域 0.52 0.75 0.98 1.0

大阪府域 0.78 0.73 0.83 1.0

兵庫県域 0.98 0.87 1.00 1.0

奈良県域 1.00 1.00 1.00 1.0

和歌山県域 0.31 0.59 0.66 1.0

全工事件数（公告等）

週休2日対象工事件数（公告等）

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

6

R6年度取組内容（案）
1. ３府県域（京都府域・大阪府域・和歌山県域）においては、 （Ｒ６）目標を達成するよう、

 週休２日対象工事の発注率拡大に向けた取組を行う。
2. 取組状況について、適時アンケート調査等により、進捗の確認・共有を行う。



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(3)

対象 新・全国統一指標

工事

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

地域
R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

目標（R6)

取組項目（継続）

・低入札価格調査基準又は
最低制限価格制度の導入率
・最新モデル（R4)の使用

近畿ブロック － － －

福井県域 0.97 0.97 1.0

滋賀県域 1.00 1.00 1.0

京都府域 0.98 0.98 1.0

大阪府域 0.98 0.98 1.0

兵庫県域 0.96 0.96 1.0

奈良県域 0.92 0.93 1.0

和歌山県域 0.97 0.97 1.0

調査対象機関
－：国等
○：都道府県
○：政令市
○：市町村

（年度の工事発注件数）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
実施率（件数）＝

7

R6年度取組内容（案）
1. 滋賀県域以外の府県域においては、 （Ｒ６）目標を達成するよう、すべての工事発注

  への適用を徹底する。
2. 基準価格の算定にあたっては、最新の中央公契連モデルを活用を推進する。
3. 取組状況について、適時アンケート調査等により、進捗確認・共有を行う。



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(4)

対象 新・全国統一指標

業務

第4四半期納期率（件数）＝

地域
R2年度
（実績）

R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

目標（R6)

取組項目（新規）

・繰越明許費の活用
・債務負担行為の活用
・履行期間平準化のための
目標設定

近畿ブロック 0.50 0.51 0.52 0.46
福井県域 0.37 0.41 0.45 0.46
滋賀県域 0.47 0.43 0.45 0.46
京都府域 0.46 0.48 0.46 0.43
大阪府域 0.56 0.58 0.55 0.47
兵庫県域 0.44 0.48 0.53 0.46
奈良県域 0.56 0.60 0.63 0.46
和歌山県域 0.45 0.48 0.45 0.43

調査対象機関
○：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

（年度の業務稼働件数）

（第4四半期［1～3月］に完成する業務件数）

8

R6年度取組内容（案）
1. 繰越明許費・債務負担行為を積極的に活用する。
2. すべての府県域において（Ｒ６）目標を達成するよう、履行期間平準化のための具体的

 目標を設定し、平準化を進める。
3. 取組状況について、適時アンケート調査等により、進捗の確認・共有を行う。



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(5)

対象 新・全国統一指標

業務

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

地域
R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

目標（R6)

取組項目（新規）

・低入札価格調査基準又は
最低制限価格制度の導入率
・最新モデル（R4)の使用

近畿ブロック － － －

福井県域 1.00 1.00 1.0

滋賀県域 1.00 1.00 1.0
京都府域 1.00 1.00 1.0
大阪府域 1.00 1.00 1.0
兵庫県域 1.00 1.00 1.0
奈良県域 0.99 1.00 1.0
和歌山県域 1.00 1.00 1.0

調査対象機関
－：国等
○：都道府県
○：政令市
－：市町村

（年度の工事発注件数）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
実施率（件数）＝

9

R6年度取組内容（案）
1. すべての府県域で（Ｒ６）目標を達成しているので、引き続き適切な取組を徹底する。
2. 取組状況について、適時アンケート調査等により、進捗の確認・共有を行う。



近畿地方整備局近畿地方整備局新・全国統一指標を踏まえた令和6年度の取組(6)

対象 近畿独自指標

工事

設計変更ガイドライン策定・活用率

地域
R2年度
（実績）

R3年度
（実績）

R4年度
（実績）

目標（R6)

取組項目（継続）

・設計変更ガイドラインの策定目標時期

近畿ブロック － － － －

福井県域 0.53 0.63 0.76 0.90

滋賀県域 0.63 0.63 0.73 0.90

京都府域 1.00 1.00 1.00 0.92

大阪府域 0.56 0.63 0.66 0.90

兵庫県域 0.68 0.75 0.95 0.90

奈良県域 0.72 0.72 0.77 0.90

和歌山県域 0.67 0.73 0.83 0.90

調査対象機関
－：国等
－：都道府県
－：政令市
○：市町村

（府県域内の市町村数）

（設計変更ガイドラインを策定・活用している府県域内の市町村）
策定率＝
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R6年度取組内容（案）
1. 京都府域、兵庫県域以外の府県域においては、 （Ｒ６）目標を達成するよう、地域発注者
協議会において具体的な取組目標を定め、推進を図る。

2. 取組状況について、適時アンケート調査等により、進捗の確認・共有を行う。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

新・全国統一指標における
各発注機関のR6年度の取組について

11



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.89

取組内容：

（１） 発注計画作成段階において、平準化率を満足できるように管理を行う。
・第１四半期の工事稼働率を増やす必要があり、年度途中からの平準化率の改善は困難で
あることから、発注計画段階での平準化率を満足することが重要。

・近畿地方整備局では、本年１月～2月に発注ロットヒアリングを行うなど、事務所単位
での平準化率の管理を実施。

（２） 発注の遅延等に対しては、極力、翌債を活用するように取り組む。

・発注の遅延に対しては、年度内執行に拘らず、翌債を活用し適切な工期設定を行う。

12

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
（１）維持工事を除くすべての工事に法定休日、所定休日を現場閉所とする週休2日工事。
（２）大規模工事については、法定休日・所定休日及び祝祭日を現場閉所とする週休2日工事。

（３）維持工事や工期に制約のある災害復旧工事、連続施工せざるを得ない工事においては、現場閉所で
の休日確保が難しく週休2日が浸透しにくい実態があることから、技術者及び技能労働者が後退しながら
休日確保に取組み種、週休2日交代制モデル工事を活用する。

近畿地方整備局



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.35

取組内容：

（１） 早期発注や国債を活用した計画的な発注により、業務サイクルを見直す。
・国債を活用した年度末発注の手続軽減とあわせ、年度当初発注案件の前倒しにより、年
度末の履行期限を分散するような業務サイクルへの見直しを実施中。

（２） 発注の遅延等に対しては、極力、翌債を活用するように取り組む。

・発注の遅延に対しては、年度内執行に拘らず、翌債を活用し適切な工期設定を行う。

13

その他取組

(１)市町村キャラバンの実施
令和5年度に引き続き市町村キャラバンを実施する。
各府県1市町村以上（希望があればそれ以上）実施する。

近畿地方整備局



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.82

取組内容：

債務負担行為の積極的な活用、速やかな繰越手続きに努め、さらに年度末にかけての発注については
原則、工期の余裕期間制度（フレックス方式）を適用するなど施工時期の平準化に努めていく。

（２）市町村の目標値： 0.75

取組内容：

福井県発注者協議会等を通じ、平準化の取り組みに関する情報提供を行い、平準化に向けた取り組み
を推進してもらうよう呼びかけていく。

福井県

14

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：

緊急性の高い工事等を除く原則すべての工事を発注者指定による週休２日工事として発注している。さ
らに毎週土日に現場を閉所する「完全週休２日」を推進しており、令和４年度完成工事においては、週休２
日工事のうち６割が「完全週休２日」を達成している。
引き続き、発注者指定による週休２日に取り組む。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.46

取組内容：
工事同様、速やかな繰越手続き及び債務負担行為の活用により平準化に努める。

福井県

15

その他取組

平準化、週休２日の推進だけでなく、ダンピング対策として最低制限価格の設定、設計変更ガイドライン
の策定について福井県地域発注者協議会において呼びかけを行っている。

週休２日とともに建設業における労働環境改善として、就業環境等事業補助金制度により支援を行って
いる。

〈就業環境等事業補助金制度（上限①～③１０万円、④５０万円）〉
①就業環境改善コース（例：女性トイレ、空調付き作業服 等）

②技術・技能者育成コース（資格取得への支援）

③DX化促進コース（例 発注支援ソフト 等）

④ICT関連機器等整備コース（ドローン、ソフトウェア 等）



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.74

取組内容：
引き続き、発注機関毎に目標（R６平準化率）を達成出来る発注計画を作成し管理を行う。また、積極的
な債務負担行為や余裕期間制度の活用、積算の前倒し等を図る。

（２）市町村の目標値： 0.74

取組内容：

余裕期間制度の活用、積算の前倒し、発注見通しの公表など、工事の施工条件に照らして各市町で実
施できる取組を積極的に行う。

滋賀県

16

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
土木工事については、R2.5月以降、全ての工事（災害復旧工事等を除く）を「発注者指定方式」で発注し、
週休2日に取り組んだ。土木以外の営繕工事等については、引き続き、総合評価による評価等を行い、週
休2日の取組を推進する。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.46

取組内容：
引き続き、R６年度に発注する業務を対象に、発注機関毎に目標（R６納期率）を達成出来る発注計画を
作成、進行管理を行う。また、積極的な債務負担行為や余裕期間制度の活用、積算の前倒し等を図る。

滋賀県

17

その他取組

・県内市町の平準化や設計変更ガイドラインの策定等を推進するため、滋賀県県発注者協議会や滋賀県
発注者協議会分科会において滋賀県の取組を情報提供し、市町の取組の一層の促進を図る。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.77

取組内容：新担い手三法を踏まえ、令和元年７月に京都府公契約大綱を改正し、施工時期を平
準化する取組を明記し、９月議会において繰越予算の上程を行うなど、平準化に取り組んでいる。
令和４年度からは、経済対策補正予算を12月議会に前倒しして上程し、年度当初の工事閑散期
における工事量の確保に努めている。以上に加え、引き続き、繰越予算及び債務負担行為を活
用し、施工時期の平準化に努める。
（２）市町村の目標値： 0.77

取組内容：公契連や発注者協議会を通じて、京都府の繰越予算及び債務負担行為の活用事例
や平準化の目標値など、平準化の取組に関する情報提供を行う。

京都府

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：引き続き、適切な工期を確保するとともに、これまで対象外としていた現場閉所が困
難な工事（工期の制約を大きく受ける河川工事、災害復旧工事、維持管理工事等）を対象とする
交替制モデルの要領策定など、労働環境の改善等を推進していく。
（２）市町村の目標値： 1.00

取組内容：京都府の取組内容を府発注者協議会や、京都府の新たな取組実施時の情報提供等、
意識を変えられるよう情報発信していく。

18



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.43

取組内容：
地域平準化率（工事）と同様、繰越予算及び債務負担行為を活用し、納期の平準化に努める。

京都府

19

その他取組

第4四半期納期率（業務）については、工事同様、繰越予算及び債務負担行為を活用して、平準化に努め
る。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.73

取組内容：
「債務負担行為の活用」
⇒予算要求段階（前年度）から計画的に実施
「積算の前倒し」
⇒工事・業務の1か月前倒しを幹部会議で働き
かけるとともに業務積算の前年度実施を促進

「余裕期間制度の導入（令和6年度～）」

（２）市町村の目標値： 0.72

取組内容：
「大阪府地域発注者協議会等での情報提供」
⇒市町村の関係部局に出席を依頼し、協議会を開催。設定目標、大阪府の取組み、
市町村の好事例等を情報提供し、市町村の取組みを一層促進。

大阪府

20

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
引き続き「大阪府４週８休実施要領」に基づき働き方改革を推進
（府内全域で週休２日対象工事が定着しつつある。）

各種取組を
組み合わせ、
平準化を推進



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.47

取組内容：
「債務負担行為の活用」
⇒予算要求段階（前年度）から計画的に実施
「積算の前倒し」
⇒工事・業務の1か月前倒しを幹部会議で働き
かけるとともに業務積算の前年度実施を促進

大阪府

21

その他取組

大阪府地域発注者協議会等において、平準化や週休２日以外の取組みについても、各指標に取り組む必
要性や大阪府等の取組み等を市町村に情報提供し、市町村の取組みを一層促進。さらに、市町村の各種
要領整備が一層進むよう、府独自に提供している読替規定の活用について、引き続き周知する。

各種取組を
組み合わせ、
平準化を推進



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.82

取組内容：

引き続き、債務負担行為の活用、余裕期間制度の活用、積算の前倒し、早期執行のための目標設定に
努める。

（２）市町村の目標値： 0.81

取組内容：
兵庫県地域発注者協議会技術分科会を開催し、目標達成に向け、市町への働きかけを行う。

兵庫県

22

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
〇対象工事
原則、全ての土木請負工事※を発注者指定型により発注
※災害復旧工事等は対象外

〇内容
現場稼働中の工期における全ての土・日曜を閉所 （月2日を上限に、土日を平日に振替可）

（２）市町村の目標値： -

取組内容：
週休２日制度の導入に向け、兵庫県地域発注者協議会などで市町への働きかけを行う。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.44

取組内容：

引き続き、適切な履行期間の確保や業務の履行時期の平準化に取り組む。
①明許繰越費用の活用
②債務負担行為の活用
③履行期間平準化のための目標設定（工事を含めて上半期の発注率が70％） 等

兵庫県

23

その他取組

地域発注者協議会を通じて、設計変更ガイドライン策定・活用率等の目標値、取組事例等について各市町
へ情報共有を行い、取組の一層の促進を図る。



新・全国統一指標 令和６年度取組について 奈良県

24

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値：1.00
取組内容：R2年4月以降公告から、県土マネジメント部発注の土木工事について試行対象を拡大

金額や工期の制限をなくし、全ての工事（災害復旧工事等は除く）を試行対象とする
→土木工事では目標値を達成
R3年6月以降公告から、土木の試行対象工事については、当初から4週8休で計上
→実施率の向上（R4年度実績９９％）
R5年9月以降公告から、県土マネジメント部発注の全ての営繕工事（緊急工事等は除く）を
対象に試行を開始

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値：0.81
取組内容：下記に留意しつつ、発注計画を策定し、それを元に進捗管理を行う。

・施工規模の大きいもの（設計金額５０００万円以上）は、上半期契約を基本としつつ、

債務負担行為の活用や柔軟な工期の設定を行い、発注時期のバランスに配慮する。

・施工規模の小さいもの（設計金額５０００万円未満）は、債務負担行為の活用や柔軟な

工期の設定を行い、年度末工期設定の集中を避ける。

・平準化率の見込みを試算し、目標値に届かない場合は、計画を見直すなどの管理を行う。

・例年よりも早い１２月議会での繰越承認手続きを行い、平準化並びに適正な工期を確保。

（２）市町村の目標値：0.81（府県のみ）
取組内容：奈良県地域発注者協議会や県下の市町村が集まる他の会議等を通じて、各市町村へ平準化率

目標値や取組事例の周知や情報交換に努める。



新・全国統一指標 令和６年度取組について 奈良県

25

その他取組

（１）設計変更ガイドラインの策定・活用の推進 市町村目標値：0.90

取組内容：
目標達成にむけ、設計変更ガイドラインを検討中の市町村に対して説明を行い働きかけをする。

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.46

取組内容：
第４四半期納期率（業務）については、工事と同様、債務負担行為の活用や１２月議会での
速やかな繰越承認等により、履行期間の平準化に努める。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.87

取組内容：

・補正予算の早期発注が第一四半期の工事稼働件数の向上に繋がるため、令和５年度補正
予算において想定額で12月議会に上程し年度内契約を推進

・工事管理システムにおいて、平準化率の算出を可能にして見える化を実施しており、県独自
の目標値を設定し取組を推進

（２）市町村の目標値： 0.78

取組内容：

・平準化のための「さ・し・す・せ・そ」について、地域発注者協議会の取り組み目標として設定

・令和５年度は担当課長と意見交換を実施し、その後、個別に相談できるきっかけ作りにもな
ったため、引き続き、令和６年度も取り組む予定

和歌山県

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：

・原則全ての工事を発注者指定型として発注

・実施状況を注視するとともに、今後示される実施方針に応じて対応を検討
26



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.43

取組内容：

・工事管理システムにおいて、納期率の算出を可能にして見える化を実施しており、県独自の
目標値を設定し取組を推進

・引き続き、委託業務においても、早期発注と適切な工程管理、速やかな繰越措置、債務負担
行為の活用を通じて取組を推進

和歌山県

27

その他取組

○生産性向上のためのICT活用工事の普及拡大

・ICT活用対象工事を拡大

・ICT施工に精通した専門家の派遣（ICT活用工事アドバイザー制度）を継続



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.77

取組内容：
ア 積算の前倒し
○ 設計・積算の前倒しによる早期発注の励行
○ 特に、大型土木工事は、工事担当と契約担当の部署と発注スケジュールを調整して、
早期発注の取組を推進

○ Ｒ５補正の工事の一部は、議決後、速やかに入札公告を行い、Ｒ５年度内に契約
イ 債務負担行為の活用
○ 出水期の施工が制限される河川や橋りょうの工事をはじめ、工期が１２箇月未満の
工事においても、債務負担行為を活用

京都市

28

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：

○ 令和４年度から原則、全ての工事を「週休２日工事」の対象とし、「発注者指定方式」の
対象工事を拡大

○ 令和６年度からは全ての工事を「発注者指定方式」とし、「週休２日工事」の定着を図る。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.43

取組内容：

ア 積算の前倒し
○ 設計・積算の前倒しによる早期発注の励行
○ Ｒ５補正の業務の一部は、議決後、速やかに入札公告を行い、Ｒ５年度内に契約
イ 債務負担行為の活用
○ 無電柱化工事や橋りょうの工事の設計業務委託において、債務負担行為を活用

京都市

29

その他取組：ICT活用工事について

〇 令和5年度に「ICT活用工事試行要領」を策定し、令和６年度から拡大を図る。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.8

取組内容：

引き続き、債務負担行為（ゼロ債務を含む。）の活用、余裕期間制度の活用、設計・積算の前倒しの推進
に取組む。

大阪市

30

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
週休２日対象工事全件を発注者指定方式で発注する。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値：
４月～12月に履行期限を迎える業務の件数 50％以上
1月～ ３月に履行期限を迎える業務の件数 50％以下

取組内容：
引き続き、債務負担行為（ゼロ債務を含む。）の活用、工事も含めた一連の発注計画のスケ

ジュール管理に取り組む。

大阪市

31

その他取組



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.75

取組内容：
・12ヶ月未満の工期の工事における債務負担行為の活用、設計・積算の前倒しによる
速やかな発注手続き、「地域平準化率」の職員向けの研修への取り入れについては
引き続き取り組みます。
・発注者指定方式による余裕期間制度を活用した工事を発注します。
・「概算数量発注方式」や「簡易DB方式」について、令和5年度に拡大した対象工事についても
発注する予定です。

堺市

32

週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

取組内容：
・令和６年度に災害復旧工事等の対象外工事を除くすべての工事において、週休２日工事を
発注者指定方式で発注します。
・上記発注に対応した要領を策定、施行をします。
・上記発注に伴う工事費の増額、工事成績の評定方法の変更などについて、庁内の調整を
行います。
・職員向けに研修を行って、週休２日工事の意識の定着を図っています。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.47

取組内容：

・履行期間が１年未満の業務においても、債務負担行為を活用します。
・工事の地域平準化率と同様に、職員向けの研修に「第4四半期納期率」についても取り入れ、
目標値と直近の実績値を掲げて、意識向上を図っています。

堺市
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その他取組

今後も適正な工期設定を行うため、週休２日工事の実施以外についても取り組みます。
取組内容：
・本市の積算基準に工期設定の方法を掲載し、公開することによって、透明性を図っています。
・職員向けに工期設定についての研修を行い、根拠法令である品確法への意識向上や、
工期算定に関する考え方の統一化を図っています。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

地域平準化率（工事）

（１）発注機関目標値： 0.82

【取組内容】

本市で定めている工事・業務の平準化のための以下６つの方策に基づき、引き続き発注部署毎に平準
化に取り組むとともに、新たに定めた目標の達成に向けて６方策のさらなる推進が図られるよう、文書や会
議を通じて発注部署へ啓発を行う。

①公共工事の業務量の確保 ②債務負担行為の積極的な活用
③繰越明許の前倒し ④発注計画の策定と進捗管理
⑤設計・積算の年度前倒し ⑥柔軟な工期の設定

神戸市
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週休２日対象工事の実施状況（工事）

（１）発注機関目標値： 1.00

【取組内容】
• 発注時の適切な工期設定、受注者の休日取得計画・実績の確認を徹底する。
• 週休２日補正の対象外としている通年維持工事等について、週休２日交代制の導入について、国や他
都市の動向を踏まえて検討する。



新・全国統一指標 令和６年度取組について

第4四半期納期率の状況（業務）

（１）発注機関目標値： 0.45

R4年度第4四半期納期率がR３年度実績より低下しており、部署毎など細かく状況を整理して関係者で
意見交換しながら、目標達成に向け引き続き取り組みを推進していく。

神戸市
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新・全国統一指標 令和６年度取組について

36

週休2日対象工事の実施状況

（１）令和６年度 発注機関目標値： 実施困難工事を除き、全ての工事を発注者指定方式とする

取組内容
○ 経緯 ：

○ 令和５年度の取組状況（R6.1月末時点）： 入札公告済み ８９件
（ 週休２日対象工事＝８３件、 週休２日実施困難工事＝６件 ）

・ 以下のいずれかに該当する場合、発注者指定工事の対象としない場合がある。

① 災害復旧工事等

② 現場施工が１週間に満たない工事

Ｈ３０．７ 週休２日を導入 （受注者希望方式 のみ導入）
・ 対象工事は、全ての条件に合致する土木工事のみ対象

Ｒ１．７ 発注者指定方式を追加
・ 対象工事は、全ての条件に合致する土木工事のみ対象

Ｒ３．１０ 対象工事を変更
・ 全ての工事を対象とし、原則、発注者指定方式とする （※を除く）

Ｒ５．１０ 既契約の週休２日適用外の工事に対し、意向確認を実施
・ 対象工事は、週休２日適用外で、工期末がＲ６.４を超える工事 （※を除く）
・ 確認内容・・・残工事に対し、週休２日適用の意向の有無
・ 確認結果・・・９３件中、８２件が週休２日適用に移行

（※）

NEXCO西日本
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改正労働基準法における建設業の時間外労働規制

現行規制 改正労働基準法（平成30年6月29日成立）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害その他、避けることができない事由により臨時の
必要がある場合には、労働時間の延長が可能（労基法３
３条）

≪同左≫

３６協定の
限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・原則、月４５時間かつ 年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上
限なし（年６か月まで）（特別条項）

（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間（月平均30時間） ・・・第36条第4項

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年７２０時間（月平均６０時間） ・・・第36条第5項
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも
上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内（休日出勤を含む）

・・・第36条第6項第3号
b.単月１００時間未満（休日労働を含む） ・・・第36条第6項第2号
c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限 ・・・第36条第5項

（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用 ・・・第139条第2項（第36条第3項、第4項、

第5項、第6項第2号、第3号は適用しない）
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興については、上記（１）②
a.b.は適用しない（※）が、将来的には一般則の適用を目指す。

・・・第139条第1項
※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場合でも臨時の必要性がない場合は

対象とならない

改正労働基準法（平成31年4月1日施行）

○ 平成31年4月1日より改正労働基準法が施行 ⇒ 時間外労働規制を見直し

○ 建設業においても、改正労働基準法の施行から５年後に罰則付きの時間外労働規制の適用

罰則：雇用主に
６か月以下の懲役

又は

３０万円以下の罰金
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近畿地方整備局管内の現場一斉閉所の取組 近畿地方整備局

建設業の更なる『働き方改革』を推進するため、令和５年4月より新たな取り組み「建設現場一斉閉
所」近畿地方整備局、近畿管内の府県・政令市で実施。

3

京田辺市の現場一斉閉所の取組



現場一斉閉所取組結果(R5.10.14)

対象工事：災害復旧工事や維持工事、工期の短い工事、現場条件等で制約のある工事を除く１０／１４に工期を跨ぐ全ての工事件数（営
繕を含む）

実施工事：対象工事のうち、１０／１４に現場閉所を実施した工事件数。
【対象外となる工事の例】
①被災に伴う災害対応（災害復旧工事等）。
②道路維持工事等の通年での保守や点検を行う工事。
③工期が短い工事（250万円以下の工事を想定）。
④公共機関等、平日に工事を行うことが困難であり、土日祝日等しか施工できない現場。
⑤交通量が多い等の制約があり、夜間しか施工できない現場。

• 現場一斉閉所の取り組みは来年度も継続実施。
• 市町村へ取組みを広げていきたいと考えているので、府県毎地域発注者協議会
等で呼びかけていただきたい。

4

近畿地方整備局

直轄

府県政令市

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市

対象工事 563 438 473 316 443 321 892 296 489 148 349

実施工事 501 397 431 255 420 293 774 245 489 113 341

実施率 89.0% 90.6% 91.1% 80.7% 94.8% 91.3% 86.8% 82.8% 100.0% 76.4% 97.7%

10月

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 三重県 合計

対象工事 116 47 86 53 148 61 103 22 636

実施工事 102 44 83 50 145 54 100 21 599

実施率 88% 94% 97% 94% 98% 89% 97% 95% 94%

10月

近畿地方整備局



市町村キャラバン
近畿地方整備局

⚫ 発注者協議会を通じ、週休２日の推進や発注時期の平準化等に関して『新・全国統一指標』を
設定し、取組を推進しているが、市町村の取組が進まないのが課題。

⚫ 今回、市町村（府県当たり１市町村を選定）を直接訪問し、市町村が抱える課題等を把握・共有
のうえ、国および府県より支援を行い、取組の推進を図ることを目的として『市町村キャラバン』
を実施（府県も同席）。

府県 対象市 実施日

福井県 あわら市 11月21日

滋賀県 彦根市 10月19日

京都府 木津川市 10月4日

兵庫県 朝来市 11月14日

奈良県 奈良市 11月15日

和歌山県 田辺市 10月6日

①地域平準化率（施工時期の平準化）
②週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定）
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（ダンピング対策）

新・全国統一指標（工事）

④地域平準化率（履行期限の分散）
⑤低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況
（ダンピング対策）

新・全国統一指標（測量、調査及び設計（業務）

市町村キャラバン対象市町村（Ｒ５年度）

※ 大阪府茨木市 R4年度（R5.3.29）に実施済み
※ R6年度も継続して実施予定

R5.10.19 彦根市長説明状況
5



キャラバン実施後のアンケート

• 令和6年度も引き続き、市町村長へのキャラバンを行います。
• 今年度中に府県を通じて対象市町村を調整させて頂きます。

フォローアップアンケート結果

近畿地方整備局

平準化

市長や財政部局に対し、建設業を取り巻く情勢からも、平準化や週休2日体制への取組の重要性
について理解が深められた。
平準化の取組については、一般会計では、財政状況が好転した段階で取組を加速するものとし、
当面の間の取組として、企業会計において債務負担行為を利用しながら平準化率の目標に近づ
けるよう努力する。

施工時期の平準化に向けた取組について、市長には一定理解してもらえた。

週休2日

週休2日確保について、隣接市と協議開始。

週休２日の取組については、令和６年度から段階的に進めていきたいと考えている。

週休２日制工事の実施に向けた検討を始めた。

週休２日制度について、来年度実施に向けて検討を始めた。

週休２日制についての検討を開始した。

その他

国発注工事の検査臨場の参加依頼を受ける機会が得られた。

建設業を取り巻く情勢について、市長の理解が得られた。

近畿地方整備局、県の取組や制度の現状等を聞けて参考になった。
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業団体から、令和６年４月に迫った、「時間外労働の上限規制」の建設業への適用に向け、
書類作成にかかる負荷軽減を強く要望されている

これまでの取組
工事書類の簡素化等を目的に、 「土木工事書類作成マニュアル（案）」を令和元年11月に
改訂し、各事務所・出張所に対し課題の共有とマニュアルの周知徹底を実施

令和４年９月に直轄工事受注者へフォローアップ調査（アンケート・ヒアリング）を実施
（フォローアップ調査の結果（技術者の声））
・ 添付資料が多い
・ 発注者が作成すべき資料を受注者が作成している

新たに『土木工事書類作成スリム化ガイド』を作成

本ガイドの位置付け
以下のポイントを明確化したもの
・ 作成や提出の不要な書類
・ 資料等作成者の役割分担

業団体等に
意見照会を実施

受発注者間における資料等作成の役割分
担を明確化、受注者の工事書類作成に要
する時間を短縮し、建設業における働き方
改革の推進を図る

【近畿地整】さらなる工事書類の簡素化等に向けて

7



土木工事書類作成スリム化ガイド

8

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/techni

cal_information/gijutsukanri/qgl8vl0000004zj9-

att/surimukagaido202312.pdf
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【近畿地整】 受発注者コミュニケーションガイド



近畿地方インフラＤＸ大賞について

（１）令和５年度に完成した工事・業務（地方自治体及び特殊法人等が発注したものを対象）※のうち、建設現場の生産
性向上において優れた実績を上げた取り組み。 ※各発注機関の発注工事・業務のうち、国土交通省所管のもの
を対象とする。

（２）令和５年度に実施した、他の模範となる地方公共団体の取組。

推薦された案件は、近畿地方整備局に設置する近畿地方インフラDX大賞選考委員会において、有効性、先進性、波
及性の観点から審査を行い表彰を受けることが適当であると認められる者を選考する。なお、選考された者の中から、
国土交通省が実施するインフラDX大賞の候補案件を選定する。

令和６年度（予定）

（推薦対象）

（その他）

〇 令和６年度についても、近畿地方インフラDX大賞の案件募集を予定。
〇 建設現場の生産性向上に係る優れた取組について、積極的な推薦をお願いしたい。

9月～10月

10月末

11月

12月

12月

1月
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【局長挨拶】 【選考委員長講評】

【受賞者代表挨拶（㈱小森組）】

【記念撮影】

【受賞者代表挨拶㈱大翔】

【受賞者代表挨拶（滋賀県）】【受賞者代表挨拶（和束町）】

令和5年度 近畿地方インフラDX大賞

1. 近畿地方整備局独自の取組として、建設現場の生産性向上に係る優れた取組を行った企業及び地方公共団体等を表彰
することにより、近畿地方におけるインフラDXの取組を推進することを目的に創設したもの。

2. 前年度内に完成した近畿地方整備局管内の府県、政令市、市町村及び特殊法人等が発注した工事・業務に関する企業
の取組や地方公共団体等の取組を対象として、近畿地方インフラDX 大賞選考委員会において、有効性・先進性・波及性
の観点から選考。

3. 表彰式は令和6年1月11日（木）に実施。

【受賞案件一覧】

【工事・業務を受注した企業】
受賞種別 受賞者 件名 推薦団体

特別 優秀 株式会社大翔 令和４年度　第30-2号愛東外地区補助急傾斜地崩壊対策工事 滋賀県

優秀 株式会社　小森組 令和3年度　道改交金第139号-3　長井古座線道路改良工事 和歌山県

優良 株式会社吉工 令和４年度　第E606-1号　国道365号補助道路整備工事 滋賀県

優良 株式会社大翔 令和2年度　第X511-７号　国道306号補助道路修繕工事（工区６） 滋賀県

優良 株式会社萬栄建設 早稲田急傾斜地崩壊対策（防災安全）工事 京都府

優良 大立工業株式会社 国道312号防災・安全交付金工事 京都府

優良
大林・佐藤・日本国土

特定建設工事共同企業体
川上ダム本体建設工事 水資源機構

【地方公共団体】
受賞種別 受賞者

特別優秀 和束町

特別 優秀 滋賀県

優秀 八尾市 水質監視及び小水力発電システムによる遠隔臨場

DXによる職員の業務効率化、技術伝承、意識改革

橋梁掛け替え事業の全プロセスにおけるDX技術の試行
（町職員と地元施工者の育成に向けたチャレンジ）

件名

【表彰状贈呈】
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令和5年度 インフラDX大賞受賞者(本省)
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